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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚が積層された透明なウインドウパネルと、
　前記ウインドウパネルの外周部に設けられ、前記ウインドウパネルを挟み込む、内側の
インナーリテーナおよび導電性材料からなる外側のアウターリテーナと、
　前記インナーリテーナと前記アウターリテーナとを連結する連結部材と、
　前記アウターリテーナと前記ウインドウパネルとの間に設けられたウェザーシールと、
　互いに対向する二枚の前記ウインドウパネルの間に設けられ、導電性材料からなる電磁
シールド膜と、
　前記電磁シールド膜の外周部と前記アウターリテーナとを電気的に接続する導電性材料
からなる接続フィルムと、を備え、
　複数枚の前記ウインドウパネルの間に、防氷または防曇のためのヒータ層をさらに備え
ることを特徴とする電磁シールドを有する航空機のコックピット窓。
【請求項２】
　前記接続フィルムは、一端が互いに対向する二枚の前記ウインドウパネルの間に挟み込
まれて前記電磁シールド膜に電気的に接続され、他端が前記ウインドウパネルの外部で前
記アウターリテーナに接続され、前記一端と前記他端との間の中間部が、前記ウインドウ
パネルの外周面に沿い、前記電磁シールド膜の外周部と前記アウターリテーナとの間を塞
ぐよう設けられていることを特徴とする請求項１に記載の電磁シールドを有する航空機の
コックピット窓。



(2) JP 5492647 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記接続フィルムと前記電磁シールド膜は、前記電磁シールド膜の外周部を囲うよう設
けられた導電性材料からなる帯状の接続部材を介して接続されていることを特徴とする請
求項２に記載の電磁シールドを有する航空機のコックピット窓。
【請求項４】
　前記電磁シールド膜は、前記インナーリテーナと前記アウターリテーナにより締結され
る部位よりも内周側に設けられ、前記部位には前記接続フィルムが挟み込まれていること
を特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の電磁シールドを有する航空機のコッ
クピット窓。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の電磁シールドを有するコックピット窓を備えた
航空機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電磁シールドを有する航空機のコックピット窓、航空機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　航空機は、ラジオ（Radio）、テレビジョン（Television）、レーダー（Radar）、送信
機（Emitters）、および他のソースからの電磁環境（Electro-Magnetic Environment）で
ある高放射電界強度（HIRF: High Intensity Radiated Fields）に対し、巡航飛行中或い
は離着陸時において、誤作動や不時の挙動(Up-Set)等が発生せず、安全に飛行できるよう
にしなければならない。このため、FAA（連邦航空局：Federal Aviation Administration
）のRegulations（耐審要求）である、(14CFR)§§23.1308, 25.1317, 27.1317及び29.13
17, High-intensity Radiated Fields (HIRF) protectionで要求されるHIRF保護対策を施
さなければならない。
【０００３】
　以下の理由から、近年、航空機の電気／電子システムの保護の重要性は著しく増加して
いる。
１）航空機の継続的な安全な飛行と着陸のために必要な機能を実行する電気／電子システ
ムへの、より大きな依存、
２）航空機の設計で用いられるある種の複合材による電磁遮蔽の低下、
３）データ・バスやプロセッサの動作速度の高速化、より高密度のICやカード、そして電
子機器のより高い感度に伴う、電気／電子システムのHIRFに対するサセプティビリティ（
感受性）の上昇、
４）使用周波数の特に1GHz以上の高周波帯域への拡大、
５）RF送信器の数と電力の増加に伴う、HIRF環境の苛酷さの上昇、
６）HIRFに曝された時に一部の航空機が受けた悪影響。
【０００４】
　一方、航空機内においては、携帯電話やゲーム機、ノート型パーソナルコンピュータ等
の各種電子機器や航空貨物に付けられるアクティブタイプのRFID（Radio Frequency IDen
tification）タグ等のPED（Personal Electro Device）が発する電波や電磁ノイズ（以下
、単に電磁ノイズと称する）により、例えば、管制塔との通信、所定のルートで飛行を行
うための航法（Navigation）の通信や制御に悪影響が生じ得る。そこで、機内での各種電
子機器の使用を控えることを乗客に求めているのは周知の通りである。
【０００５】
　航空機の機体は、一般に金属で形成されているため、キャビン（客席空間）からコック
ピット（フライトデッキ）や電子機器室（Avionics Bay）へは、主にキャビンの窓、およ
びコックピットの窓を通して電磁ノイズが出入りする。そこで、障害となり得る電磁ノイ
ズがコックピットや電子機器室に侵入するのを防ぐため、複数枚のアクリル等からなるウ
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インドウパネルを積層してなるキャビンの窓に、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide：酸化インジ
ウムスズ）、金、銀等の膜を挟み込んで設けることが行われている（例えば、特許文献１
参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００３－５２３９１１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一方、コックピットの窓においては、既に、防氷、防曇のために、やはりＩＴＯ、金、
銀等の膜からなるヒータが挟み込まれている。そこで、このヒータを構成する膜を、電磁
ノイズ侵入防止のために用いることも考えられる。窓の外周部には、金属製のリテーナ取
付枠が一体に設けられ、この取付枠を、機体側に設けられる金属（導電性）材料からなる
窓フレームにファスナで固定することで、コックピットの窓が機体に取り付けられている
。しかしながら、ヒータ膜は電気的に絶縁する必要があるため、ヒータ膜と固定枠との間
に電気的な隙間があると、この隙間から電磁ノイズがコックピット内に侵入してしまう。
そこで、この部分における膜と固定枠との取り合いを確実に行う必要があるが、特許文献
１に記載の技術では、キャビンの窓を対象としているがために、そこまでの考慮がなされ
ていない。
【０００８】
　また、コックピットの窓は、前面側のメイン窓と、その側方に位置するサイド窓とがあ
る。そして、前記の膜は、メイン窓においては主に防氷のために設けられ、サイド窓にお
いては防曇のために設けられている。そのため防曇ヒータに求められる抵抗値ではヒータ
膜が薄くなるため十分な電磁シールド減衰効果が得られない。さらに、コックピットの窓
においては、ワイパーでの雨滴等の拭き取りを行うために、少なくとも外側の層がガラス
で形成されているのに対し、それ以外の層は、ガラスに限らず、アクリル等で形成される
こともある。
　このように、メイン窓とサイド窓とでは、膜の用途も、そのウインドウパネルの材質や
積層構成等も異なり得るため、上記のように膜と固定枠との取り合いがそれぞれにおいて
専用の構造となり、コスト上昇に繋がる。
【０００９】
　また、複数枚のウインドウパネルの締結および取付枠への固定のために、外周部をファ
スナで締結することがある。このとき、ウインドウパネルをガラス製とした場合、ファス
ナの締結力によってウインドウパネルへのクラックが発生するのを防ぐため、ウインドウ
パネル外周部のファスナで締結する部分をガラスよりも柔軟な材料（例えばファイバーグ
ラス）で形成する。すると、ファスナの締結力によって、この部分が変形し、その結果、
膜が剥離してしまう可能性もある。
　本発明は、このような技術的課題に基づいてなされたもので、電磁ノイズを防止するた
めの膜を、確実かつ容易、低コストに設けることのできる航空機のコックピット窓、航空
機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる目的のもと、本発明の電磁シールドを有する航空機のコックピット窓は、複数枚
が積層された透明なウインドウパネルと、ウインドウパネルの外周部に設けられ、ウイン
ドウパネルを挟み込む、内側のインナーリテーナおよび導電性材料からなる外側のアウタ
ーリテーナと、インナーリテーナとアウターリテーナとを連結する連結部材と、アウター
リテーナとウインドウパネルとの間に設けられたウェザーシールと、互いに対向する二枚
のウインドウパネルの間に設けられ、導電性材料からなる電磁シールド膜と、電磁シール
ド膜の外周部とアウターリテーナとを電気的に接続する導電性材料からなる接続フィルム
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と、を備え、複数枚のウインドウパネルの間に、防氷または防曇のためのヒータ層をさら
に備えることを特徴とする。
　このように、互いに対向する二枚のウインドウパネルの間に設けられた電磁シールド膜
の外周部と、導電性材料からなるアウターリテーナとを接続フィルムで接続することで、
電磁シールド膜とアウターリテーナとを確実に導通させることができる。
　さらに、接続フィルムは、一端が互いに対向する二枚のウインドウパネルの間に挟み込
まれて電磁シールド膜に電気的に接続され、他端がウインドウパネルの外部でアウターリ
テーナに接続され、一端と他端との間の中間部が、ウインドウパネルの外周面に沿い、電
磁シールド膜の外周部とアウターリテーナとの間を塞ぐよう設けるのが好ましい。これに
より、電磁シールド膜の外周部とアウターリテーナとの間からの電磁ノイズの侵入を防ぐ
ことができる。
　このとき、電磁シールド膜は、インナーリテーナとアウターリテーナにより締結される
部位よりも内周側に設けられ、この部位には接続フィルムが挟み込まれていることを特徴
とすることもできる。これにより、インナーリテーナとアウターリテーナによる締結力が
電磁シールド膜に作用するのを防ぐことができ、ウインドウパネルの外周部をガラスより
も柔軟な材料で形成した場合にも電磁シールド膜が剥離するのを防ぐことができる。
【００１１】
　接続フィルムと電磁シールド膜は、電磁シールド膜の外周部を囲うよう設けられた導電
性材料からなる帯状の接続部材を介して接続することができる。このような接続部材とし
ては編組線を用いることができる。
【００１３】
　本発明は、上記したような電磁シールドを有するコックピット窓を備えた航空機とする
こともできる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、互いに対向する二枚のウインドウパネルの間に設けられた電磁シール
ド膜の外周部と、導電性材料からなるアウターリテーナとを接続フィルムで接続するとい
う簡易な構成により、電磁シールド膜とアウターリテーナとの間を電気的に塞ぎ、電磁シ
ールド膜の外周部とアウターリテーナとの間からの電波や電磁ノイズの侵入を防ぐことが
できる。
　また、ウインドウパネル外周部のファスナで締結する部分をガラスよりも柔軟な材料で
形成した場合にも、ファスナの締結力によって、電磁シールド膜が剥離してしまうのを防
ぐことができる。
　このようにして、電磁ノイズを防止するための電磁シールド膜を、確実かつ容易、低コ
ストに設けることが可能となる。また、電磁シールド膜を積層したウインドウパネルの間
に挟み込むことにより、塵や跳ね石等による傷やワイパーによる擦れが影響しないため、
機体整備時のメインテナンスが不要となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態における航空機のコックピット部分を示す図である。
【図２】コックピット窓の断面構造、および機体への取付構造を示す断面図である。
【図３】（ａ）は電磁シールド膜と導電性フィルムとの接続部分の拡大断面図、（ｂ）は
導電性フィルムとアウターリテーナとの接続部分の拡大断面図である。
【図４】サイド窓の断面構造を示す図である。
【図５】コックピット窓の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態における航空機１０のコックピット窓２０の構成を説明するため
の図である。
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　図１に示すように、コックピット窓（メイン窓）２０は、航空機１０のコックピットの
前方に設けられている。
【００１７】
　図２に示すように、コックピット窓２０は、航空機１０の機体を構成する外皮１１に形
成された開口１２に取り付けられている。コックピット窓２０は、窓部２１と、その外周
部の全周を囲うアウターリテーナ２２とを有している。
【００１８】
　窓部２１は、複数枚、本実施形態では、３枚のウインドウパネル２３Ａ～２３Ｃを積層
することで構成されている。ここで、メイン窓としてのコックピット窓２０においては、
ウインドウパネル２３Ａ～２３Ｃのうち、少なくとも航空機１０の機体の外側に臨む表層
のウインドウパネル２３Ａは、ガラス製とされる。さらに、本実施形態においては、ウイ
ンドウパネル２３Ａ～２３Ｃのすべてがガラス製とされている。
【００１９】
　ウインドウパネル２３Ａ、２３Ｂの間、およびウインドウパネル２３Ｂ、２３Ｃの間に
は、ＰＶＢ（ポリビニルブチラール）等からなる樹脂フィルム２４Ａ、２４Ｂが挟み込ま
れている。
【００２０】
　また、ウインドウパネル２３Ａと樹脂フィルム２４Ａの間には、防氷のためのヒータを
構成する導電性材料からなるヒータ層２５が形成されている。このヒータ層２５は、ＩＴ
Ｏ、金、銀等の導電性材料からなる薄膜から形成される。
　さらに、ヒータ層２５と樹脂フィルム２４Ａとの間には、ウレタン樹脂等からなる中間
層２６が設けられている。
【００２１】
　樹脂フィルム２４Ａとウインドウパネル２３Ｂとの間には、電磁シールド膜２７が挟み
込まれている。電磁シールド膜２７は、ＩＴＯ、金、銀等の導電性材料から形成された薄
膜である。
【００２２】
　ウインドウパネル２３Ｂ、２３Ｃの外周部には、ウインドウパネル２３Ｂ、２３Ｃと同
じ厚さを有したスペーサ２８Ａ、２８Ｂが、その全周を囲って設けられている。スペーサ
２８Ａ、２８Ｂは、その表裏に設けられたストラップ２９Ａ、２９Ｂにより、ウインドウ
パネル２３Ｂ、２３Ｃに連結されている。ここで、スペーサ２８Ａ、２８Ｂおよびストラ
ップ２９Ａ、２９Ｂは、例えばファイバーグラス製とされる。
　そしてスペーサ２８Ａ、２８Ｂ、および樹脂フィルム２４Ｂは、ウインドウパネル２３
Ａ、樹脂フィルム２４Ａ、ヒータ層２５、電磁シールド膜２７に対し外周側に張り出して
いる。
【００２３】
　このような窓部２１の外周部とアウターリテーナ２２との間、具体的には、ウインドウ
パネル２３Ａの表面の外周部、およびその外周側に張り出すウインドウパネル２３Ｂの表
面に沿った部分に、ゴム系材料、樹脂等からなるウェザーシール３１が設けられている。
ウェザーシール３１は、窓部２１の外周部の全周を囲うように設けられている。ウェザー
シール３１は、スペーサ２８Ａおよびウインドウパネル２３Ｂに沿う部分３１ａと、樹脂
フィルム２４Ａおよびウインドウパネル２３Ａの外周面に沿って立ち上がる部分３１ｂと
、ウインドウパネル２３Ａの表面に沿う部分３１ｃとからなるクランク状の断面形状を有
している。そして、ウェザーシール３１は、同様にクランク状の断面形状を有したＺリテ
ーナ（芯材）３１Ｚを内包している。芯材３２は、非導電性材料からなり、例えばファイ
バーグラス製とすることができる。
【００２４】
　ウインドウパネル２３Ａよりも外周側に張り出した部分において、ウェザーシール３１
、スペーサ２８Ａ、２８Ｂ、樹脂フィルム２４Ｂは、外側に配置される金属（導電性材料
）製のアウターリテーナ２２と、内側に配置されるシール材３０および導電性材料のイン
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ナーリテーナ３２とに挟み込まれている。そして、これらアウターリテーナ２２、ウェザ
ーシール３１、スペーサ２８Ａ、樹脂フィルム２４Ｂ、スペーサ２８Ｂ、シール材３０、
インナーリテーナ３２には、貫通孔３３が形成されている。貫通孔３３の内周面には、予
め定められた長さを有する筒状のスリーブ３４が嵌め込まれ、アウターリテーナ２２とイ
ンナーリテーナ３２との間隔を規制している。
【００２５】
　そして、貫通孔３３にファスナ（連結部材）３５が挿入され、インナーリテーナ３２か
ら機内側に突出したファスナ３５の先端部にワッシャー３６およびナット３７を装着する
ことで、アウターリテーナ２２とインナーリテーナ３２でウェザーシール３１、ウインド
ウパネル２３Ｂ、２３Ｃ、樹脂フィルム２４Ｂを締結固定している。
【００２６】
　アウターリテーナ２２は、航空機１０の機体を構成する桁材１３に、ボルトやリベット
等の締結具１４により締結されている。この桁材１３は、導電性材料である金属からなり
、その一方の側に外皮１１が固定され、他方の側にアウターリテーナ２２がシール材を介
して固定されるようになっている。
【００２７】
　さて、上記したような構成において、電磁シールド膜２７は、アウターリテーナ２２、
インナーリテーナ３２によって締結される部分よりも窓部２１の内側（中心側）に形成さ
れている。これは、アウターリテーナ２２、インナーリテーナ３２による締結力によって
、電磁シールド膜２７が剥離するのを防ぐためである。電磁シールド膜２７がアウターリ
テーナ２２、インナーリテーナ３２によって締結される部分よりも内側に設けられていれ
ば、アウターリテーナ２２、インナーリテーナ３２による締結力が電磁シールド膜２７に
直接作用しないからである。
【００２８】
　図２、図３（ａ）に示すように、電磁シールド膜２７の外周縁部には、バスバー状の接
続部材４０が、その全周を囲うように設けられている。この接続部材４０には、平編組線
が好適であるが、他の導電性材料から形成してもよい。この接続部材４０は、電磁シール
ド膜２７の表面と、樹脂フィルム２４Ａとの間に挟みこまれて設けられており、はんだ付
け等によって電磁シールド膜２７に電気的に接続されている。
【００２９】
　また、接続部材４０の外周側には、Ａｇ、Ａｌ、Ｎｉ、Ｃｕ等の材料からなる、柔軟性
を有した導電性フィルム（接続フィルム）４１が、電磁シールド膜２７の全周を囲うよう
に設けられている。導電性フィルム４１は、一端４１ａが接続部材４０に電気的に接続さ
れている。さらに、導電性フィルム４１は、ウインドウパネル２３Ｂの表面とウェザーシ
ール３１との間に挟みこまれ、窓部２１から外周側に突出するよう導出されている。
【００３０】
　図３（ｂ）に示すように、導電性フィルム４１において、窓部２１から外周側に突出し
た突出部（中間部）４１ｂは、アウターリテーナ２２側（機体外方側）に向けて折り曲げ
られ、ウェザーシール３１の外周部に沿うよう設けられている。この突出部４１ｂは、ウ
ェザーシール３１の全周を囲い、その先端部４１ｃがアウターリテーナ２２に隙間が無い
よう設けられている。ウェザーシール３１の角が曲面形状の場合には導電性フィルムを折
り曲げ切断した上から別の導電性フィルムをウェザーシールの外周部に沿うよう貼り付け
ても良い。
　突出部４１ｂには、その周方向の一部にタブ（他端）４１ｄが突出して形成されている
。タブ４１ｄは、アウターリテーナ２２の裏面側に沿うよう折り曲げられ、アウターリテ
ーナ２２にファスナ等により電気的に接地（Bonding）されている。接地箇所は最小のポ
イントとするが、シールド性能を向上させるため全周(Peripheral)としても良い。
【００３１】
　上述したような構成によれば、窓部２１に電磁シールド膜２７が設けられ、この電磁シ
ールド膜２７と導電性材料からなるアウターリテーナ２２との間に導電性フィルム４１が
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設けられている。この導電性フィルム４１は、窓部２１の外周側に突出してウェザーシー
ル３１（窓部２１）の外周部に沿うよう設けられて、アウターリテーナ２２に電気的に接
地されている。これにより、窓部２１とアウターリテーナ２２、機体の外皮１１との取り
合い部分に、電気的に隙間なく導電性材料からなる膜を形成することができ、電磁ノイズ
のコックピットへの侵入を確実に防止することができる。
　このとき、導電性フィルム４１は柔軟性を有しているため、アウターリテーナ２２とイ
ンナーリテーナ３２の締結力が作用したときも、これが剥離したり破損するのを回避でき
る。また、このように柔軟性を有する導電性フィルム４１は、窓部２１の外周側に張り出
した部分をウェザーシール３１の外周部に沿って折り曲げる場合にも、その施工を容易に
行える。
　このようにして、電磁ノイズ侵入防止のための電磁シールド膜を、確実かつ容易、低コ
ストに設けることが可能となる。
【００３２】
　なお、上記したような構成は、本発明の主旨を逸脱しない範囲内で適宜変更することが
可能である。以下、その変形例を挙げる。なおここで、以下の変形例において、上記に示
した構成と共通する構成については同符号を付してその説明を省略する。
　まず、上記構成は、メイン窓としてのコックピット窓２０について説明したが、コック
ピットのサイド窓５０にも適用することができる。図４は、コックピットのサイド窓５０
に本発明を適用した場合の構成を示す図である。
　この図４に示すように、サイド窓５０においては、ヒータ層２５を、防曇のために用い
るため、より機内側となる、ウインドウパネル２３Ｃと樹脂フィルム２４Ｂとの間に設け
られている。これ以外の構成は、図２に示したコックピット窓２０と同様である。
　これにより、電磁シールド膜２７に接続部材４０を介して導電性フィルム４１が同層に
設けられ、さらに、導電性フィルム４１は、ウェザーシール３１の外周側に導出されてウ
ェザーシール３１ａの外周部に沿うよう折り曲げられ、アウターリテーナ２２に電気的に
接地されている。電磁ノイズ侵入防止のための電磁シールド膜を設ける構成は、コックピ
ット窓２０とサイド窓５０とで共通化することができる。これにより、生産コスト上昇を
抑えることができる。
【００３３】
　また、上記した構成では、ウインドウパネル２３Ｂ、２３Ｃをガラス製としたが、これ
をアクリル樹脂製とすることも可能である。図５は、ウインドウパネル２３Ｄ、２３Ｅを
アクリル製とした場合の例を示す図である。この場合、スペーサ２８Ａ、２８Ｂを設けず
、ウインドウパネル２３Ｄ、２３Ｅにそのまま貫通孔３３を形成してファスナ３５により
締結することが可能である。
　この場合、電磁シールド膜２７は、ウインドウパネル２３Ｄ、２３Ｅの間に介在させ、
その外周部に、導電性フィルム（接続フィルム）５２を接続する。この導電性フィルム５
２は、窓部２１の外周部、すなわちウインドウパネル２３Ｄの外周面に沿うよう設けられ
、周方向複数箇所に設けられたタブ５２ａによりアウターリテーナ２２に電気的に接地（
Bonding）される。
【００３４】
　このような構成においても、導電性フィルム５２により、電磁シールド膜２７とアウタ
ーリテーナ２２との隙間を塞ぐことができるので、上記図２、４に示した場合と同様の効
果を得ることができる。
【００３５】
　なお、上記実施形態において、窓部２１を構成するウインドウパネルの層数、積層構成
、材質等は適宜変更することが可能である。また、電磁シールド膜２７を設ける層も、上
記以外の層としても良い。その場合も、導電性フィルム４１、５２によりアウターリテー
ナ２２との間を塞ぐことが必須である。
　これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選
択したり、他の構成に適宜変更することが可能である。
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【符号の説明】
【００３６】
　１０…航空機、１１…外皮、１２…開口、１３…桁材、１４…締結具、２０…コックピ
ット窓、２１…窓部、２２…アウターリテーナ、２３Ａ～２３Ｅ…ウインドウパネル、２
４Ａ～２４Ｃ…樹脂フィルム、２５…ヒータ層、２７…電磁シールド膜、２８Ａ、２８Ｂ
…スペーサ、３１…ウェザーシール、３２…インナーリテーナ、３３…貫通孔、３４…ス
リーブ、３５…ファスナ（連結部材）、４０…接続部材、４１、５２…導電性フィルム（
接続フィルム）、４１ａ…一端、４１ｂ…突出部（中間部）、４１ｃ…先端部、４１ｄ…
タブ（他端）、５０…サイド窓

【図１】 【図２】
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【図５】
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